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修

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
制
裁
制
度
・
二
〇
一
五
年　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
十二　

五九　

坂　

田　
　
　

仁
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判
例
研
究

〔
商
法
〕　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
商
法
研
究
会

　

五
五
二　

株
主
に
よ
る
取
締
役
会
議
事
録
閲
覧
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二　

四一　

島　

田　

志　

帆

　

五
五
三　

監
査
役
の
任
務
懈
怠
責
任
と
責
任
限
定
契
約
の
適
用
が
認
め
ら
れ
た
事
例
（
セ
イ
ク
レ
ス　
　
　
　

三　

四一　

長　

畑　

周　

史

　
　
　
　
　

ト
監
査
役
責
任
追
及
事
件
判
決
）

　

五
五
四　

第
三
者
の
故
意
に
よ
る
保
険
事
故
の
招
致
と
保
険
者
の
免
責　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四　

六九　

李　
　
　
　
　

鳴

　

五
五
五　

生
命
保
険
会
社
支
社
の
お
客
様
相
談
室
長
と
民
法
一
一
〇
条
の
表
見
代
理　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五　

九三　

藤　

田　

祥　

子

　

五
五
六　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
総
合
研
究
所
上
場
廃
止
処
分
損
害
賠
償
請
求
事
件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六　

八三　

陳　
　
　
　
　

宇

　
　
　
　
　

株
主
が
株
主
提
案
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
株
主
総
会
の
八
週
間
前
に
会
社
に
対
し
個

　

五
五
七　

別
株
主
通
知
を
要
し
、
右
期
限
後
の
通
知
が
あ
っ
て
も
株
主
提
案
権
の
行
使
は
許
さ
れ
な　
　
　
　

七　

八七　

王　
　
　

偉　

杰

　
　
　
　
　

い
と
さ
れ
た
事
例

　

五
五
八　

退
職
慰
労
金
の
不
支
給
決
議
と
こ
れ
を
主
導
し
た
代
表
取
締
役
・
支
配
株
主
の
不
法
行
為　
　
　
　

八　

一六三　

宮　

島　
　
　

司

　
　
　
　
　

責
任

　

五
五
九　

株
主
総
会
決
議
を
経
な
い
役
員
報
酬
の
支
払
い
が
全
株
主
の
同
意
が
あ
っ
た
と
し
て
適
法　
　
　
　

九　

七五　

加　

藤　
　
　

修

　
　
　
　
　

と
さ
れ
た
事
例

　
　
　
　
　

株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
に
係
る
基
準
日
後
に
株
式
を
取
得
し
た
こ
と
の
み
を
も

　

五
六
〇　

っ
て
、
当
該
株
式
に
係
る
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
取
得
価
格
決
定
申
立
権
が
与
え
ら　
　
　
　

十　

七九　

山
本
爲
三
郎

　
　
　
　
　

れ
な
い
と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
さ
れ
た
事
例

　

五
六
一　

株
主
の
死
亡
を
始
期
と
す
る
自
己
株
式
取
得
の
効
力　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十一　

四一　

来
住
野　

究
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信
義
則
上
、
事
業
譲
渡
契
約
の
主
張
が
認
め
ら
れ
ず
、
製
品
写
真
の
著
作
権
の
侵
害
並
び

　
　
　
　
　

に
標
章
の
タ
イ
ト
ル
タ
グ
・
メ
タ
タ
グ
と
し
て
の
使
用
に
よ
る
商
標
権
侵
害
及
び
不
正
競

　

五
六
二　

争
防
止
法
違
反
が
あ
っ
た
と
し
て
、
写
真
の
掲
載
及
び
標
章
の
使
用
の
差
止
め
は
認
め
ら　
　
　

十二　

一一九　

諏
訪
野　

大

　
　
　
　
　

れ
た
が
、
商
標
権
侵
害
及
び
不
正
競
争
防
止
法
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
が
棄
却
さ

　
　
　
　
　

れ
、
著
作
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
み
が
認
め
ら
れ
た
事
例

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
民
事
訴
訟
法
研
究
会

　

四
四
四　

平
二
六
１
〔
民
集
六
八
巻
二
号
一
九
二
頁
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三　

五八　

川　

嶋　

隆　

憲

　

四
四
五　

平
二
六
２
〔
民
集
六
八
巻
四
号
三
二
九
頁
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四　

八三　

山
木
戸
勇
一
郎

　

四
四
六　

平
二
六
３
〔
民
集
六
八
巻
二
号
一
一
三
頁
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五　

一〇三　

渡　

辺　

森　

児

　

四
四
七　

平
二
六
４
〔
民
集
六
八
巻
五
号
四
六
二
頁
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七　

九九　

北　

島　

典　

子

　

四
四
八　

平
二
六
５
〔
民
集
六
八
巻
四
号
三
八
〇
頁
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九　

八二　

小　

原　

将　

照

　

四
四
九　

平
二
六
６
〔
民
集
六
八
巻
七
号
六
六
一
頁
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十　

九〇　

三　

木　

浩　

一

　

四
五
〇　

平
二
六
７
〔
民
集
六
八
巻
九
号
一
四
八
六
頁
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十二　

一四一　

工　

藤　

敏　

隆

〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
民
事
訴
訟
法
研
究
会

　
　
　

全
国
消
費
実
態
調
査
の
調
査
票
情
報
を
記
録
し
た
準
文
書
が
民
訴
法
二
三
一
条
に
お
い
て
準
用

　
　
　

す
る
同
法
二
二
〇
条
四
号
ロ
所
定
の
「
そ
の
提
出
に
よ
り
…
公
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
生

　

42　

ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
」
に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二　

五五　

渡　

辺　

森　

児

　
　
　

文
書
提
出
命
令
申
立
一
部
認
容
決
定
に
対
す
る
許
可
抗
告
事
件

　
　
　

最
高
裁
平
成
二
五
年
四
月
一
九
日
第
三
小
法
廷
決
定
・
裁
判
集
民
事
二
四
三
号
三
八
五
頁
（
最

　
　
　

高
裁
平
成
二
五
年
（
行
フ
）
第
二
号
）
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本
訴
の
提
起
が
不
法
行
為
に
当
た
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
反
訴
に
つ
い
て
、
本
訴
に
係
る
請
求

　
　
　

原
因
事
実
と
相
反
す
る
こ
と
と
な
る
本
訴
原
告
自
ら
が
行
っ
た
事
実
を
積
極
的
に
認
定
し
な
が

　
　
　

ら
、
本
訴
の
提
起
に
係
る
不
法
行
為
の
成
立
を
否
定
し
た
原
審
の
判
断
に
違
法
が
あ
る
と
さ
れ

　

43　

た
事
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六　

九四　

芳　

賀　

雅　

顯

　
　
　

損
害
賠
償
請
求
本
訴
、
同
反
訴
事
件
（
最
高
裁
平
成
二
一

（受）
第
一
五
三
九
号
、
平
成
二
二
年
七

　
　
　

月
九
日
第
二
小
法
廷
判
決
、
破
棄
差
戻
）
判
例
時
報
二
〇
九
一
号
四
七
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一

　
　
　

三
三
二
号
四
七
頁

　
　
　

債
務
者
の
代
理
人
弁
護
士
が
債
権
者
一
般
に
対
し
て
債
務
整
理
開
始
通
知
を
送
付
し
た
行
為
が

　
　
　

破
産
法
一
六
二
条
一
項
一
号
イ
お
よ
び
三
項
に
い
う
「
支
払
の
停
止
」
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た

　

44　

事
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八　

一七四　

中　

島　

弘　

雅

　
　
　

平
成
二
四
年
一
〇
月
一
九
日
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
（
平
成
二
三
年

（受）
第
四
六
二
号
、
否
認

　
　
　

権
行
使
請
求
事
件
）
裁
判
集
民
事
二
四
一
号
一
九
九
頁
、
判
時
二
一
六
九
号
九
頁
、
判
タ
一
三

　
　
　

八
四
号
一
三
〇
頁
、
金
法
一
九
六
二
号
六
〇
頁
、
金
判
一
四
〇
六
号
二
六
頁

　
　
　

岡
山
県
議
会
の
議
員
が
県
か
ら
交
付
さ
れ
た
政
務
調
査
費
の
支
出
に
係
る
一
万
円
以
下
の
支
出

　
　
　

に
係
る
領
収
書
そ
の
他
の
証
拠
書
類
等
及
び
会
計
帳
簿
が
民
訴
法
二
二
〇
条
四
号
ニ
所
定
の「
専

　

45　

ら
文
書
の
所
持
者
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
文
書
」
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例　
　
　
　
　
　
　

十一　

五一　

芳　

賀　

雅　

顯

　
　
　

文
書
提
出
命
令
に
対
す
る
抗
告
審
の
取
消
決
定
に
対
す
る
許
可
抗
告
事
件
（
最
高
裁
平
成
二
六

　
　
　
（
行
フ
）
三
号
、
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
九
日
第
二
小
法
廷
決
定
、
破
棄
自
判
）
判
例
時
報
二

　
　
　

二
四
七
号
三
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
〇
九
号
一
〇
四
頁

特
別
記
事

池
田
真
朗
教
授
略
歴
・
主
要
業
績 

一　

四二一

平
成
二
六
年
度
慶
應
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け
る
法
と
政
治
」 

二　

七一

髙
橋
義
彦
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

二　

一三一

三
木
浩
一
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

三　

七五
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草
薙
真
一
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

三　

九九

来
住
野
究
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

三　

一一四

北
居
功
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

四　

一〇五

東
史
彦
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

七　

一一九

宮
田
智
之
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

七　

一二九

李
錫
敏
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

九　

九七

築
山
宏
樹
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

十　

一〇五

平
成
二
七
年
度
慶
應
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
災
害
復
興
と
地
方
「
創
生
」」 

十一　

六九

李
彦
銘
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

十二　

一五五

河
野
雄
一
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

十二　

一六九


